
第４９０７号 令和３年６月１８日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

目        次 

◇ 告  示 ページ 

○ 特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域の指定（

２件）【環境局環境監視部環境監視課】 ２

○ 不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体からの告示

事項の変更の届出【市民文化スポーツ局地域・人づくり部地域振興課

】 ４

1



北九州市告示第２５５号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和３年６月１８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市八幡西区大字藤田２４４７番１の一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  クロロエチレン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロ

ロエチレン、１，２－ジクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、ジク

ロロメタン、テトラクロロエチレン、１，１，１－トリクロロエタン、１，

１，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及

びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セ

レン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ素及び

その化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム

、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及び

その化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合

物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 

2



北九州市告示第２５６号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和３年６月１８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市若松区向洋町１０番３の一部、１０番６、１０番８の一部、１０

番１３及び１０番１６の一部並びに大字安瀬６４番１２５、６４番１３７、

６４番１３８及び６６番５の各一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 

４ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第５８条第５項

第１０号から第１３号までの該当性 

  土壌汚染対策法施行規則第５８条第５項第１２号（埋立地管理区域）に該

当 

3



北九州市告示第２５７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  令和３年６月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  山浦町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 松尾正孝 北九州市八幡西区大字野面６９７番地 

１ 

変更後 松尾正孝 北九州市八幡西区木屋瀬東二丁目７番

３２号 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市八幡西区大字野面６８３番地５ 

変更後 北九州市八幡西区木屋瀬東二丁目６番４１号 

４ 区域の変更 

変更前後の別 区域 

変更前 北九州市八幡西区大字野面２１４番１、２２４番５、２

８１番１、２９５番２から４まで、３０４番、３９０番

１５、４２０番１３、４５０番１４、４５０番２１、４

８２番、４８４番４、４８５番４、４８５番５、５２０

番、５２５番、５４１番３、５５２番、５５３番、５７

７番、５８６番、５８８番、５９０番、５９１番、５９

２番１、６００番、６０４番、６０９番、６１２番、６

１８番、６６７番、６６９番、６８０番、６８３番、６

８４番８、６８８番、６９０番から６９４番まで、６９

５番１、６９７番１、６９８番、６９９番１、７０１番

２から９まで、７０３番、７０７番１、７０７番６、７

１４番、７４４番１、７４６番１、７６６番８、７６６

番９、７６９番、７７１番２、７７１番３、７７４番９

、７７５番１０から２８番まで、７８０番１６、７８２

７７５番１０から２８まで、７８０番１６、７８２番７
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 番７、７９４番２、７９５番２、７９５番３、７９９番

１、８００番１から４まで、８０１番１、８０２番３、

８０４番１、８０６番５、８１０番１、８１２番１、８

２２番、８３５番１、８４４番１、８４５番１、８５７

番３、９８１番２、１０１４番１３から１７まで、１０

３６番３、１０４０番、１０４１番２、１０４３番、１

０７４番並びに大字木屋瀬３６１番１０及び１２ 

変更後 北九州市八幡西区木屋瀬東一丁目１番３号から１２番８

号まで、木屋瀬東二丁目１番１０号から９番２０号まで

、木屋瀬東三丁目１番１号から７番６号まで、木屋瀬東

四丁目１番１号から８番４５号まで及び大字野面２１４

番１から１０７４番１まで 

５ 変更年月日 

  令和３年５月１８日 
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